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令和４ 年度北九州市公式ホームページ広告掲載業務 

仕様書Ｂ  

 

１  業務内容 

  「 北九州市公式ホームページ（ 令和４ 年４ 月 1 日～令和５ 年３ 月３ １ 日）」（ 以下「 市

ホームページ」） に係る次の業務。  

（ １ ） 広告スペースの買い取り  

（ ２ ） 広告主の募集・ 選定 

（ ３ ） バナーの作成・ 納品 

 

２  広告の仕様等 

（ １ ） 掲載期間 

① 原則と し て１ か月単位。  

② 掲載開始日は、 月の第１ 日。 掲載終了日は、 月の最終日。  

（ ２ ） 掲載ページ・ 掲載枠数（ 別紙 B-1 を 参照）  

① ト ッ プページ  １ ５ 枠 

② サブト ッ プページ ３ ５ 枠 

 （ 各区役所ト ッ プ）  （ ７ 区・ 各ページ５ 枠）  

（ ３ ） 広告の規格 

① サ イ ズ： 縦５ ０ ピク セル×横１ ６ ０ ピク セル 

② データ 形式： Ｊ Ｐ Ｇ またはＧ Ｉ Ｆ  

③ データ 容量： １ ５ Ｋ Ｂ 以内/１ バナー 

④ 文字等の視認性、 判読性を確保するこ と  

（ ４ ） その他 

① 広告の内容は、「 北九州市ホームページ広告掲載要領」「 北九州市ホームページバ

ナー広告表現ガイ ド ラ イ ン」 を 遵守するこ と 。  

② 広告のない枠は、 市で用意する「 広告募集中」 を掲載するも のと する。  

③ バナーの代替テキスト （ al t 属性） は、「 広告： ○○（ 企業名等）」 と し 、「 北九州

市ホームページバナー広告表現ガイ ド ラ イ ン」 に基づき 、 市が決定する。  

④ リ ンク 先のページは、 バナー画像の表現内容と 一致する企業、 施設、 ブラ ンド 、

サービス等のページと し 、 リ ンク 先へのリ ダイ レク ト は認めないも のと する。  

 

３  広告掲載の手順 

（ １ ） 広告の募集・ 選定 

① 掲載基準 

「 北九州市広告掲載要綱」「 北九州市広告掲載基準」 及び当仕様書を 遵守するこ と  

② 掲載の優先順位 

市ホームページの性格上、公共性の高い広告を 優先さ せ、市のイ メ ージアッ プにつ

ながる広告を選定するこ と と し 、 優先順位は次のと おり と する。  

（ ア） 国、 政府関係機関及び地方公共団体並びにこ れら が営む企業。  

（ イ ） 公共交通機関、 ガス・ 電力会社、 新聞社、 放送局( テレ ビ、 ラ ジオ等) 、 市内に

本店または支店のある 銀行･信用金庫･信用組合･農協など、 その他こ れら に属
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するも の。  

（ ウ） 文化行事案内または学生募集を 行おう と する市内の学校。  

（ エ） 市内のデパート 、 商店街、 専門店の連合体。  

（ オ） 特産品等に関連する地元企業で、 広報室が観光客の増加または市のイ メ ージア

ッ プに寄与すると 認めたも の。  

（ カ ） 不特定多数の市民が利用でき る文化・ スポーツ施設。  

（ キ） その他公共性が高いも ので、 市が適当と 認めたも の。  

（ ２ ） 広告主一覧、 バナー画像の提出 

① 広告主・ 掲載位置一覧の提出 

受託者は、 掲載開始月の前月１ ０ 日（ １ ０ 日が閉庁日の場合は、翌開庁日） まで

に、 別紙 B-2「 広告主・ 掲載位置一覧」 を市へ提出するこ と 。 なお、 新規掲載す

るバナーがある場合、 掲載開始月の前月２ ０ 日（ ２ ０ 日が閉庁日の場合は、 翌

開庁日） までに、 バナー画像データ を提出するこ と 。  

② 広告主、 バナー画像の審査 

市は広告主について前記「 ３ （ １ ） ①掲載基準」 に従っ て審査を 行う 。 審査によ

っ ては修正を指示するこ と がある。  

 

４  受託者と 広告主の責務 

（ １ ） 受託者と 広告主は、 広告の内容、 その他、 広告に関するすべての事項について、

一切の責任を 負う こ と 。 なお、 広告スペースの上部に、「 広告及びリ ンク 先の内容等

に関する一切の責任は広告主に帰属し ます。 また、 市が推奨等を するも のではあり

ません。」 を記載する。  

（ ２ ） 広告の掲載により 、 第三者に損害を 与えた場合は、 受託者と 広告主の責任及び負

担において解決するこ と 。  

（ ３ ）「 広告主・ 掲載位置一覧」 を 指定さ れた期日までに提出し ない場合、 市は、 当該広

告の位置に、 市で用意する「 広告募集中」 を 掲載するも のと し 、 市に納入すべき 契

約金額の減額は行わないも のと する。 また、 広告が掲載さ れない場合、 市は、 広告

主に対し て一切の補償を行わない。  

（ ４ ）「 北九州市広告掲載要綱」「 北九州市広告掲載基準」「 北九州市ホームページ広告掲

載要領」「 北九州市ホームページバナー広告表現ガイ ド ラ イ ン」 に反する広告主につ

いて市は、 受託者に対し て変更を 指示するこ と がある。 また、 広告主を 変更する場

合、 市は、 広告主に対し て一切の補償を 行わない。  

（ ５ ） 業務完了後、 受託者は市が発行する納入通知書により 、 広告料を 速やかに納入す

るこ と 。  



別紙 B-1 

■トップページ 

 

 



別紙 B-1 

■サブトップページ（区役所トップページ） 
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別紙B-2

戸
畑

商号

氏名

門
司

小
倉
北

小
倉
南

若
松
区

八
幡
東

八
幡
西

K 7 -1 K 7 -2 K 7 -3 K 7 -4 K 7 -5

K 6 -1 K 6 -2 K 6 -3 K 6 -4 K 6 -5

K 3 -1 K 3 -2 K 3 -3 K 3 -4 K 3 -5

K 4 -1 K 4 -2 K 4 -3 K 4 -4 K 4 -5

K 5 -1 K 5 -2 K 5 -3 K 5 -4 K 5 -5

K 1-4 K 1-5

K 2 -1 K 2 -2 K 2 -3 K 2 -4 K 2 -5

■　サブトップページ

K 1-1 K 1-2 K 1-3

T-11 T-12 T-13 T-14 T-15

T-6 T-7 T-8 T-9 T-10

T-1 T-2 T-3 T-4 T-5

市ホームページ 広告・掲載位置一覧

住所

■　トップページ （氏名を自署する場合は押印を省略可）
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■　掲載広告一覧（直接入力不可。入力フォームに記入すること。）
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K6-3

K6-4

K6-5

K7-1

K7-2

K7-3

K5-2

K5-3

K5-4

K5-5

K2-5

K3-1

K3-2

K3-3

K3-4

K3-5

K1-4

K1-5

K2-1

K2-2

K2-3

K2-4

T-13

T-14

T-15

K1-1

K1-2

K1-3

T-7

T-8

T-9

T-10

T-11

T-12

T-1

T-2

T-3

T-4

T-5

T-6
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注： この広告主の情報に記載されている個人情報については、暴力団などとの関与の有無に関する調
査に利用し、それ以外の目的では利用しません。

K7-4 ― ― ― ― ― ―

K7-5 ― ― ― ― ― ―

K7-2 ― ― ― ― ― ―

K7-3 ― ― ― ― ― ―

K6-5 ― ― ― ― ― ―

K7-1 ― ― ― ― ― ―

K6-3 ― ― ― ― ― ―

K6-4 ― ― ― ― ― ―

K6-1 ― ― ― ― ― ―

K6-2 ― ― ― ― ― ―

K5-4 ― ― ― ― ― ―

K5-5 ― ― ― ― ― ―

K5-2 ― ― ― ― ― ―

K5-3 ― ― ― ― ― ―

K4-5 ― ― ― ― ― ―

K5-1 ― ― ― ― ― ―

K4-3 ― ― ― ― ― ―

K4-4 ― ― ― ― ― ―

K4-1 ― ― ― ― ― ―

K4-2 ― ― ― ― ― ―

K3-4 ― ― ― ― ― ―

K3-5 ― ― ― ― ― ―

K3-2 ― ― ― ― ― ―

K3-3 ― ― ― ― ― ―

K2-5 ― ― ― ― ― ―

K3-1 ― ― ― ― ― ―

K2-3 ― ― ― ― ― ―

K2-4 ― ― ― ― ― ―

K2-1 ― ― ― ― ― ―

K2-2 ― ― ― ― ― ―

K1-4 ― ― ― ― ― ―

K1-5 ― ― ― ― ― ―

K1-2 ― ― ― ― ― ―

K1-3 ― ― ― ― ― ―

T-15 ― ― ― ― ― ―

K1-1 ― ― ― ― ― ―

T-13 ― ― ― ― ― ―

T-14 ― ― ― ― ― ―

T-11 ― ― ― ― ― ―

T-12 ― ― ― ― ― ―

T-9 ― ― ― ― ― ―

T-10 ― ― ― ― ― ―

T-7 ― ― ― ― ― ―

T-8 ― ― ― ― ― ―

T-5 ― ― ― ― ― ―

T-6 ― ― ― ― ― ―

T-3 ― ― ― ― ― ―

T-4 ― ― ― ― ― ―

T-1 ― ― ― ― ― ―

T-2 ― ― ― ― ― ―

■　広告主一覧（直接入力不可。入力フォームに記入すること。）

掲載枠 会社名 所在地 代表者名 氏名カナ 生年月日 性別
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